
◎             令和５年度採用 

社会福祉法人 新庄市社会福祉協議会 職員募集要項  

 

１．受験資格  

（１）以下のいずれかの資格を有する方 

   〇社会福祉士 〇保健師  

（令和５年３月３１日まで資格取得見込みの方も含みます） 

 

（２）５９歳以下の方 

 

 （３）普通自動車運転免許所有者（ＡＴ限定も可）     

 

※ 上記の（1）から（3）のすべての条件を満たし、資格取得見込みについては、

採用日までに国家試験に合格していることが採用条件となります。 

 

   ２. 採用予定人員等 

    （１）採用予定人員    〇社会福祉士 

〇保健師       

        

    （２）配 属 先    〇社会福祉士 事務局または地域包括支援センター 

                               〇保健師   地域包括支援センター 

                （採用後に内部異動する場合もあります） 

 

    （３）職務内容   ① 事務局 

                社会福祉関連事業の企画・広報、事業の実施 

ボランティアの調整・連携、相談業務等 

              ② 地域包括支援センター 

                介護予防、総合相談、権利擁護等に係る業務 

                ケアプラン作成業務 

 

３．受験手続  

    （１）受験申込 

        市販の履歴書に必要事項を記入の上、顔写真(3 ケ月以内)を貼付し資格証の 

        写し（令和５年３月卒業見込みの方は卒業見込証明書）を添えて、本会事務 

局に申し込んでください。 

    

 (２) 受付期間及び受付時間 

       〇 期 間 令和５年１月１０日（火）～令和５年２月９日（木） 

       〇 時 間 午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日を除く） 

 

いずれか１名 



     (３) 受験票の交付 

        履歴書を受理し、確認後に受験票を交付します。 

 

     (４) 申込に際しての注意事項 

郵便で申し込む場合は、返信用封筒（定型郵便：８４円切手貼付）を必ず同封 

してください。返信用封筒のないものは受験票を送付できません。 

 

４．試験の日時・場所及び内容 

     ⑴ 日  時  令和５年２月１８日（土）午前１０時開始 

⑵ 場  所  社会福祉法人新庄市社会福祉協議会３階会議室 

    ⑶ 内  容  一般教養試験、作文、面接 

    

５．合格発表 

      試験の結果については、令和５年２月末日までに合格、不合格にかかわらず 

書面で通知します。 

 

６．採用時期   令和５年４月１日 

      

 ７．労働条件 

     〇 給与は本会の職員給与等に関する規程に基づき支給します。 

       （前職のある方は、経歴に応じて考慮します。） 

  

     〇 手当等 期末・勤勉手当、通勤手当、扶養手当・資格手当・住居手当・時間外 

勤務手当等が、それぞれの支給要件に応じて支給されます。 

 

     〇 勤務形態等 

       ・休  日 原則として毎週土曜日・日曜日及び祝日 年末年始 

       ・勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分 （休憩１時間） 

              ・年次有給休暇 初年度は１０日間付与されます。（時間単位付与あり） 

 

本会の就業規則に基づき、特別休暇として、夏季休暇（３日間）、豪雪休暇 

（３日間）、産前・産後休暇、育児・介護休業等の制度があります。 

 

     〇 福利厚生等 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険加入 

             退職金制度あり（公益社団法人山形県社会福祉振興会第 1 種） 

 

 ８．書類提出先及び問い合わせ先 

      社会福祉法人 新庄市社会福祉協議会事務局 

      〒 ９９６-０００１  新庄市五日町字宮内２４０番地２ 

      電話：０２３３－２２－５７９７ 

                  午前８時３０分～午後５時１５分（土・日・祝日を除く） 


